
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日（２年間） 

 

 

  

目標１：男性職員を対象に、男性の育児参加の啓発を行い、育児休業等の取得を促進する。 

 ⇒ 男性向けの育児セミナーを開催し、育児休業を取得した男性職員から体験談を紹介したほか、法  

   人としての育児休業取得促進の姿勢について周知した。 

目標２：年次休暇の取得を促進するため、1 人 2 日の計画年休制度を継続する。 

 ⇒ 1人当たり２日間の計画的な年休の付与を実施した。その結果、平均の取得率は平成２７年度 

８３％、平成２８年度８８％と毎年向上した。 

 

 

 

平成２９年７月１２日認定 

 

― くるみん認定企業の行動計画の内容・取組 － 

 

 社会福祉法人島根ライトハウス      
所 在 地：松江市宍道町西来待２０７４－１ 

業  種：医療・福祉 

企業概要：視覚障害者の支援を目的として、昭和 34 年 

3 月に設立。松江市～出雲市に障害者支援施 

設、高齢者福祉施設等を有する。 

労働者数：２３１人(男性８７名、女性１４４名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

目標３：親の働く姿を子供に見せる「子ども参観日」を各事業所で継続して実施する。 

 ⇒ 職員の子どもを対象に、職場見学や職場での業務体験を通じて、働く親の姿を知ってもらうこと 

   により、家庭の理解と協力を得ることを目的とし、事業場ごとに年間２回実施した。 

                                     

 

 

出産した女性労働者１０人について全員が 

育児休業を取得した。 

配偶者が出産した男性労働者７人のうち１人 

が２日間の育児休業を取得した。 

  

計画期間内における育児休業等の取得状況  

計 画 期 間 

目標及び実績 

 

 

(社福)島根ライトハウス 

青戸理事長 

周藤室長 


